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の 分割して相続した宅地

Q :父が所有していた1画地の宅地を、私

と弟で次のよ

うに分割して

－」’

相続しました。

この場合、

宅地の評価は

どうするので

しようか。 I

一

A(200㎡） B

家
(150㎡）

私 弟

A:A、Bそれぞれを1画地として評価し
ます。

【解説】

宅地の価額は、1画地の宅地（利用の単位

となっている1区画の宅地をいいます）ごと

に評価しますが、贈与や遺産の分割等によっ

て宅地の分割が行われた場合には、原則とし

て、分割後の画地を1画地の宅地として評価

することになります。

したがって、ご質問の場合、全体を1画地

として評価するのではなく、取得者ごとにA

宅地、B宅地それぞれを1画地の宅地として

評価します。

ちなみに、分割後の画地が宅地として通常

の用途に供することができないほど、その分

割が著しく不合理であると認められる場合に

は、分割前の画地を1画地として評価してか

ら、各取得者に評価額を面積按分します。

不合理分割に当たるものとしては、①家屋

を分断するように分割した場合、②無道路地

となる場合、③三角地となるなど画地の形態

が不自然で妥当性を欠くと認められる場合、

などが考えられます。


